
上記のような疑惑だけで、降格・減給・解雇などの処分を
下すにはリスクが有ります。十分な証拠が求められます。

弊社は、愛知県弁護士会会員様『応援価格』で調査します。
●お気軽にお問い合わせください●

株式会社エコワークリサーチ＆コンサルティング
名古屋市中区丸の内 3丁目 5-10　名古屋丸の内ビル 8F

TEL 052-717-6618
E-mail  eco.work.research@gmail.com

　※全て税込・交通費別途

● 退社予定の社員が、機密情報を持出していないか？

社員・従業員の行動に不審な点はないですか？

●社内でサボりが噂される営業社員の実態はどうか？

● 反社会勢力と関係を持つ社員がいるのではないか？

実態調査実態調査

■足跡調査   　　　　   5，500円/1日
■反社チェック                22,000円/1件～
■退職者の素行調査   33,000円～
■生活実態調査　　   11，000円/1日～
■行動・素行調査　　   9，900円/1時間

弁護士のセカンド
オピニオンとしても
ご利用下さい。

探偵が尾行中に対象者に気づかれても、ストーカー規制法違反に該当しません。探偵が行う尾行は、
「探偵業の業務の適正化に関する法律（通称：探偵業法） 」によって認められているのです。

証拠収集を探偵に任せるメリットとは、

●探偵の素行調査は、法律で認められているから安心です。
●調査のプロが、事例にあった証拠を収集します。

●鬱病を理由に休職しているが、遊んでいるのではないか？

素行の悪い社員・不正を行う社員を雇い続ける事は、
真面目に業務を行う社員のやる気まで低下させます！

社員・従業員社員・従業員のの


